
藍マルシェが開催されました。

〈上板町の人口〉住民基本台帳登録人口　令和４年５月末現在　○世帯数／4,937世帯　○人口／男5,535人／女5,981人／計11,516人

表彰・災害協定
職員採用試験

町営住宅入居者募集
今月の納付期限

表彰・災害協定
職員採用試験

町営住宅入居者募集
今月の納付期限
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令和4年6月19日に上板町技の館で藍マルシェが開催されました。
多くの方が来場し賑わいを見せておりました。

令和4年6月19日に上板町技の館で藍マルシェが開催されました。
多くの方が来場し賑わいを見せておりました。
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松田町長（左）と喜多真一社長（右）

　本協定は、災害時に喜多機械産業株式會社
が保有するレンタル機材（簡易トイレ、簡易
風呂シャワー、屋外手洗いユニット、照明機
器、建設機械等）の町への優先提供やその手
続きについて定めたものです。
　締結式の中で、感染症対策用品（マスクと
アルコールハンドジェル）を町に寄贈いただ
きました。

協定締結日：令和４年５月20日
協定締結場所：上板町役場応接室
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喜多機械産業株式會社と
「災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定」を締結

佐川急便株式会社と
「災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定」を締結
　協定締結日：令和４年５月30日（書面交換にて締結）
　本協定は、大規模災害発生時に上板町において、支援物資の受け入れや配送等が困難となる場合、佐川急
便及びその協力会社が所有する倉庫の提供、支援物資の管理及び避難所への配送等の災害支援の内容やその
手続き等について定めたものです。

2022（令和 4）年 7月 1日　●　2



◇選挙日程
・公　示　日　令和４年６月22日（水）
・投 票 日 時　令和４年７月10日（日）
　　　　　　　７時～20時
・投　票　所　町内５投票所
　　　　　　　（投票所入場券にあなたの
　　　　　　　　投票所を記載しています）
・期日前投票　令和４年６月23日（木）～
　　　　　　　令和４年７月９日（土)の
　　　　　　　17日間
　　　　　　　時間：８時30分 ～ 20時
　　　　　　　場所：上板町役場 １階ロビー

◇不在者投票制度
　仕事や旅行などで選挙期間中、上板町以外の市区町
村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不
在者投票ができます。また、指定病院等に入院等して
いる方などは、その施設内で不在者投票ができます。

◇不在者投票の手続き
⑴　上板町以外の市区町村の選挙管理委員会における

不在者投票
　１．上板町選挙管理委員会に、直接または郵便等で

投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、
どこで投票したいかを伝えます。

　２．交付された投票用紙などを持参して、投票する
市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

⑵　指定病院等における不在者投票
　　徳島県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老

人ホーム等に入院・入所中の方で、　投票日当日に
投票所に行けない方は、その施設において不在者投
票ができます。投票用紙等は病院長等を通じて請求
することができ、投票は病院長等の管理する場所で
行います。

⑶　郵便等による不在者投票
　　身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票
することができない人が自宅等で投票の記載をし、
郵便等を利用して投票を行う制度です。
　　この制度によって投票を希望される場合は、あら
かじめ申請手続きが必要です。

①郵便等による不在者投票をすることができる人
　身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、
下記の障害のある者または、介護保険被保険者証「要介
護５」の者に認められています。
（自分の氏名や候補者名を自書できることが条件となり
ます。）

● お問い合わせ ●　上板町選挙管理委員会事務局（上板町役場　総務課内）　☎０８８−６９４−６８０１

今夏の第26回参議院議員通常選挙について
下記のとおりご案内いたします。

◇期日前投票制度
　選挙は、選挙期日（投票日）に投票所において投票することを
原則としていますが、仕事や旅行などで投票日当日、投票に行け
ない方が選挙期日前であっても選挙当日と同じ方法で投票を行う
ことができる制度です。
◇期日前投票の手続き
　⑴　宣誓書等の提出
　　　期日前投票所の受付に、必要事項を記載した宣誓書と投票

所入場券を提出します。（投票所入場券はなくても投票でき
ます。）

　⑵　投票用紙の交付
　　　受付係で宣誓書の記載を確認後、投票用紙をお渡しします。
　⑶　投票用紙への記載、投票
　　　投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱へ投票用紙を投函

します。

区　分 障害の種類 障害の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹又は移動機能の
障害 １級又は２級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼう
こう、直腸又は小腸の障害 １級又は３級

免疫又は肝臓の機能障害 １級から３級
まで

戦 傷 病 者 手 帳
両下肢又は体幹の障害 特別項症から

第２項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸又は肝臓､ 小腸の障害

特別項症から
第３項症まで

介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護５」

②郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
　上記①の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をする
ことができない人で手帳等の記載が次に該当する人は、
あらかじめ届け出た者（選挙権を有する者に限る）に投
票に関する記載をさせることができます。

区　　分 障 害 の 種 類 障 害 の 程 度
身体障害者手帳 上肢又は視覚の障害 １級

戦 傷 病 者 手 帳 上肢又は視覚の障害 特別項症から第２項症
まで

期日前投票制度について第26回参議院議員
通常選挙のお知らせ

不在者投票制度について
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令和４年度は８月と10月に後期高齢者医療被保険者証の更新を行います

今お使いの保険証（むらさき色）
令和3年８月１日～令和４年７月31日

　１回目更新の保険証（黄色）
令和4年８月１日～令和４年９月30日

窓口負担の見直しに伴う更新の保険証（緑色）
令和4年10月１日～令和５年７月31日

有効期限を過ぎた被保険者証はお使いいただけませんので、受診の際は必ず有効期限を確認してください。

令和４年度は、法律の一部改正に伴い、10月１日から窓口負担が見直されますので、被保険者証を２回お届けします。
詳しくは、次ページをご覧下さい

7月お届
け

9月お届
け

令和４年度は８月と10月に後期高齢者医療被保険者証の更新を行います

７月中に８月１日から使用可能な新しい認定証が届きます。

認定証の内容に変更があります。引き続き、認定証がご入用な場合は上板町役場健康推進課までお問い合わせください。

更新手続きはいりません

後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証　（薄い紫色）の適用区分が「区分Ⅱ」の方で、90日を超える入院（過去12か月）
をされた方は、申請していただくことで，入院時の食事代がさらに減額されます。
※申請が遅れた場合，減額される期間が少なくなりますので、該当になる方は速やかに申請してください。

今、有効期限が「令和４年７月31日」の　後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証（薄い紫色）
または　後期高齢者医療　限度額適用認定証（ねずみ色）を持っている

限度額適用・標準負担額減額認定証（薄い紫色）
を持っている 限度額適用認定証（ねずみ色）を持っている

有効期限が「令和４年７月31日」の
後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証（薄い紫色）
後期高齢者医療　限度額適用認定証（ねずみ色）　をお持ちの方へ

はい
いいえ いいえ

令和４年度（令和３年中の所得）も所得区分が
３割負担の「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当する世帯である

令和４年度（令和３年中の所得）住民税が
非課税世帯である

令和４年度の保険料が，年金から差し引かれている方
・４月分から８月分までは、仮徴収としてお支払いいただくこととなっております。
　８月初旬に年額保険料とお支払方法のお知らせをお送りします。
・納付書または口座振替により保険料を納めていただく方
　８月初旬に年額保険料のお知らせと納付書払いの方は納付書をお送りします。

令和４年度
後期高齢者医療保険料の
決定通知書は８月初旬に
お送りします

２．受験資格
試 験 区 分 受　験　資　格

一般事務 高等学校
卒業程度

昭和57年４月２日から平成17年
４月１日までに生まれた者。

保育教諭 短期大学
卒業程度

昭和47年４月２日から平成15年
４月１日までに生まれた者で、保
育士の資格並びに幼稚園教諭の免
許を有する者又は令和５年３月31
日までに当該資格並びに当該免許
を取得する見込みの者。

３．試験の日時及び試験場
区　分 試　験　日　時 試　　験　　場

第１次試験

令和４年９月18日（日）
⑴　開場時間　９時
⑵　試験時間　　
　　〇全試験区分　教養試験　10時から12時まで
　　〇保 育 教 諭　専門試験　13時から14時30分まで
　　※筆記試験終了後に全試験区分で適性検査を実施し

ます。検査時間は１時間程度です。

上板町役場
（徳島県板野郡上板町七條字経塚４２番地）
※お車でお越しの際は、警備員の誘導に従い、

上板町役場駐車場にて駐車してください。

第２次試験 令和４年11月下旬予定（日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。）

１．試験区分、採用予定人数及び職務の内容
試 験 区 分 採用予定

人数 職　務　の　内　容

一般事務 高等学校
卒業程度 若干名

上板町の各部署において、
一般行政事務に従事しま
す。

保育教諭 短期大学
卒業程度 若干名

上板町において、保育士
並びに幼稚園教諭の業務
に従事します。

※試験の詳細については、令和４年度上板町職員採用試験案内もしくは上板町ホームページでご確認ください。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　総務課　☎０８８−６９４−６８０１

●試　験　日　令和４年９月18日（日）　　　　●採　用　日　令和５年４月１日以降
●申込受付期間　令和４年７月８日（金）〜令和４年８月８日（月）

令和４年度令和４年度　　上板町職員採用試験について上板町職員採用試験について

2022（令和 4）年 7月 1日　●　4



７月中に８月１日から使用可能な新しい認定証が届きます。

認定証の内容に変更があります。引き続き、認定証がご入用な場合は上板町役場健康推進課までお問い合わせください。

更新手続きはいりません

後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証　（薄い紫色）の適用区分が「区分Ⅱ」の方で、90日を超える入院（過去12か月）
をされた方は、申請していただくことで，入院時の食事代がさらに減額されます。
※申請が遅れた場合，減額される期間が少なくなりますので、該当になる方は速やかに申請してください。

今、有効期限が「令和４年７月31日」の　後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証（薄い紫色）
または　後期高齢者医療　限度額適用認定証（ねずみ色）を持っている

限度額適用・標準負担額減額認定証（薄い紫色）
を持っている 限度額適用認定証（ねずみ色）を持っている

有効期限が「令和４年７月31日」の
後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証（薄い紫色）
後期高齢者医療　限度額適用認定証（ねずみ色）　をお持ちの方へ

はい
いいえ いいえ

令和４年度（令和３年中の所得）も所得区分が
３割負担の「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当する世帯である

令和４年度（令和３年中の所得）住民税が
非課税世帯である

令和４年度の保険料が，年金から差し引かれている方
・４月分から８月分までは、仮徴収としてお支払いいただくこととなっております。
　８月初旬に年額保険料とお支払方法のお知らせをお送りします。
・納付書または口座振替により保険料を納めていただく方
　８月初旬に年額保険料のお知らせと納付書払いの方は納付書をお送りします。

令和４年度
後期高齢者医療保険料の
決定通知書は８月初旬に
お送りします

１割負担となる方
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合
判定① 住民税課税所得が28万円未満は１割 住民税課税所得が28万円未満は１割

判定② 住民税課税所得が28万円以上かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が200万円未満」は１割

住民税課税所得が28万円以上かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が320万円未満」は１割

２割負担となる方［※令和４年10月１日から一定以上の所得のある方］
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合

判定 住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が200万円以上」は２割

住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が320万円以上」は２割

３割負担となる方
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合

判定 住民税課税所得が145万円以上で年収が383万円以上は
３割

住民税課税所得が145万円以上で年収の合計が520万円
以上は３割

補足① 住民税課税所得が145万円以上で年収が383万円未満の
場合は１割もしくは２割（要申請）

住民税課税所得が145万円以上で年収の合計が520万円
未満の場合は１割もしくは２割（要申請）

補足②
70歳以上75歳未満の方（後期高齢者医療制度の被保険
者以外）がいる場合，その方々との総収入の合計額が
520万円未満の場合は１割もしくは２割（要申請）

一部負担金の割合（１割又は２割又は３割）は、令和３年中の所得に基づき、判定します。

● お問い合わせ ●　上板町役場　健康推進課　☎０８８−６９４−６８１０

後期高齢者医療一部負担金割合の判定方法について
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1　支給対象者
　　令和３年12月10日において上板町に住民登録があり、かつ、（1）又は（2）に該当する世帯の世帯主
　　（1）世帯全員の令和３年度分又は令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯
　　（2）令和４年１月以降の家計急変世帯
　　　※既に支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給要件を満た

しません。
　　　※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
　　　※生活保護受給世帯は対象となります。
　　　※未申告の方は、令和３年分の所得の申告をすることで、対象となる場合があります。
　2　申 請 方 法
　　対象となる世帯には、確認書等を順次お送りする予定です。
　　本町の税情報により対象者を確認いたしますので、しばらくお待ちください。
　　　※未申告の方のいる世帯は、その方の所得の申告をした上で世帯全員が“非課税”となった場合に対象

となります。
　　　※家計急変世帯分については、申請が必要となります。個別に対応いたしますので、民生児童課にお

問い合わせください。
　3　給　付　額
　　１世帯あたり１０万円（住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は１世帯１回限り。）
　4　給 付 時 期
　　お送りする確認書等の本町への返送後、支給決定し１か月程度で支給します。
　5　そ　の　他
　◆申請に不備があると給付が遅れることがあります。
　◆世帯主以外の口座には振込みができません。
　◆配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に令和４年６月１日時点で避難している方で、令和３年12月

10日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていた
だくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国（の職員）などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話（＃９１１０）にご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した人々が、速やか
に生活・暮らしの支援を受けられるよう、１世帯あたり10万円を支給します。
　 ※注意※令和３年度からの継続事業です。既に支給を受けている方は、対象になりません。

6　お問い合わせ先
　　◇内閣府コールセンター（制度に関するもの）
　　　☎　（フリーダイヤル）０１２０－５２６－１４５
　　　受付時間：午前９時から午後８時まで（12月29日から１月３日までを除く）
　　◇上板町役場　民生児童課（支給に関するもの）
　　　☎　０８８－６９４－６８１１

令和４年度に新たに住民税非課税になった世帯等に対し、
臨時特別給付金（１０万円）を支給します。
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令和４年４月26日に閣議決定された国の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づき、新型コロナウイルス感
染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受けた低所得の子育て世帯の生活の支援を行うため、特
別給付金を支給します。
※この給付金は全国一律で実施される制度です。

●支給対象者
　以下、⑴～⑶のいずれかに該当する方
⑴　児童扶養手当受給者（申請不要）
　令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方。
　令和４年６月30日に児童扶養手当を支給する金融機関の
口座へ、振込により支給しております。
⑵　公的年金給付等受給者（民生児童課窓口にて申請が必要）
　公的年金等（注記1）を受給していることにより、令和４
年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。（注記２）
（注記１）「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢

年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
（注記２）既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受け

ている方だけでなく、児童扶養手当の申請をして

いれば、令和４年４月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象で
す。

⑶　家計急変者（民生児童課窓口にて申請が必要）
　令和４年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型
コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となってい
る方。

●給付金額　児童１人当たり一律５万円
　子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の申請
に関する詳しい内容や申請様式については、ホームページを
ご覧下さい。

●支給対象者
　以下の⑴⑵⑶のいずれかに当てはまる方が対象となります。
⑴　令和４年４月分の児童手当を受給者されている方（公務

員以外の方）、または特別児童扶養手当を受給している方
で令和４年度住民税均等割が非課税の方

　※令和４年４月１日から令和５年２月28日までに生まれ
た児童も対象になります。

⑵　令和４年３月31日時点で18歳未満（障害児の場合は20
歳未満）の児童を養育する父母等（公務員以外の方）で令
和４年１月１日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の
影響で急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった
方（家計急変者）

　※令和４年４月１日から令和５年２月28日までに生まれ
た児童も対象になります。

⑶　令和４年３月31日時点で上記以外の方（高校生のみ養
育している方、公務員など）で令和４年度住民税均等割が
非課税の方

　※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を
受けている方は対象外となります。

　●給付金額　児童１人当たり一律５万円
　●申請方法
⑴に該当のある方
　申請は不要です。児童手当または特別児童扶養手当を支給
する金融機関の口座へ、振込みにより支給予定としております。
　※振込等が決まり次第、案内通知を発送する予定です。
　⑵に該当のある方
　申請が必要です。支給対象となる場合は、令和５年２月
28日までに必要書類を提出（郵送可）してください。
（必要書類）
　・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金（ひとり親世帯以外分）申請書
　・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
　・受取口座を確認できる書類（通帳、キャッシュカード等）
　・簡易な収入（所得）見込額の申立書 　
　・申立書記入の収入額がわかる書類（給与明細書、年金振

込通知書等）
　⑶に該当のある方
　申請が必要です。支給対象となる場合は、令和５年２月
28日までに必要書類を提出（郵送可）してください。
（必要書類）
　・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金（ひとり親世帯以外分）申請書
　　※公務員（児童手当法第17条第１項に規定する「公務員」

の方）は申請手続きが必要です。帰属庁（職場）から
申請書に証明（児童手当受給状況）を受け、申請時に
民生児童課まで提出してください。

　・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
　・受取口座を確認できる書類（通帳、キャッシュカード等）
　●注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判

明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税（均等割）が課税

されるようになった場合は、民生児童課までご連絡をお願
いします。

・申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていな
い方等は速やかに所得の申告をしてください。申告をされ
ていない場合、速やかに支給できない可能性があります。

　　
　子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の申請に
関する詳しい内容や申請様式等については、ホームページを
ご覧下さい。

● お問い合わせ ●
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター ☎０１２０−４００−９０３（平日9：00 ～ 18：00）
上　板　町　役　場　　　民　生　児　童　課 ☎０８８−６９４−６８１１（平日8：30 ～ 17：15）

ひとり親世帯分

そ の 他 世 帯 分

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ
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家庭用生ごみ処理容器等の購入に補助金制度を設けております。

お電話一本で予約受付致します。

● 手続き方法など詳しくは ●　上板町役場　環境保全課　☎０８８－６９４－６８１３

生ごみを堆肥に
するんじゃ。
たくさんの応募
待っておるぞ。

補助金希望の方は事前に環境保全課へお問い合わせください。

生ごみ処理容器等でごみの減量化に取り組みませんか

（補助金額）
　生ごみ処理容器（例：コンポスト・EM菌等使用容器）
　購入価格の２分の１以内の額で、3,000円を限度。
　電気式生ごみ処理機（例：乾燥式・バイオ式）
　購入価格の２分の１以内の額で、25,000円を限度。

合併処理浄化槽の普及促進に向け、支援を強化しています。合併処理浄化槽の普及促進に向け、支援を強化しています。

　単独処理浄化槽や汲取り槽は、トイレの排水対策として有効です
が、台所、浴室、洗面所等の排水を浄化することはできません。
　合併処理浄化槽は、下水道のような大規模生活排水処理施設と比
べ、短期間で設置でき処理能力も有しているので、河川や水路の水
質保全をはじめ、快適な生活環境を実現するための有効手段です。
　町では、農業集落排水事業区域を除き、合併処理浄化槽への転換
を推進しています。
　なお、浄化槽法の改正により、平成13年４月からは浄化槽設置
の際には、原則合併処理浄化槽が義務づけられ、既に設置されてい
る単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換に努めるこ
ととなっています。

合併処理浄化槽への転換

●合併処理浄化槽設置補助

●撤去費補助

　町では、生活排水対策として、新たに合併処理浄化槽を設置した
方（新設）、及び単独処理浄化槽や汲取り槽から合併処理浄化槽へ切
り替えられる方（転換）に対して、補助金を交付しています。
　なお、単独処理浄化槽及び汲取り槽を全撤去した場合、右記のと
おり撤去費用についても補助を実施しています。
　本町の「汚水処理人口普及率」の向上を図るためにも、補助制度
を活用し、合併処理浄化槽への転換を進めましょう。

合併処理浄化槽設置補助

台所、風呂
洗濯などの
排水

汚れが
合併型の
８倍

合併処理
浄化槽

計 ４g

計 32g

単独処理
浄化槽

未処理のまま放流

13g

27g

13g 5g

27g

5g＋27g＝32g

４g

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

※数値は１人が１日に出す水質汚濁物質の量を
　ＢＯＤで表したもの。

汚れが
少ない

水洗トイレ

人　槽 新設（補助限度額） 転換（補助限度額）
５人槽 169,000円 332,000円
７人槽 207,000円 414,000円
10人槽 276,000円 548,000円

区　分 補助限度額
単 独 槽 撤 去 90,000円
汲取り槽撤去 90,000円

1 

募
集
団
地

　
○
神
宅
団
地　
７
戸　
　
○
横
関
団
地　
２
戸

　
○
八
坂
団
地　
１
戸　
　
○
東
光
団
地　
１
戸

2 

入
居
者
資
格
（
上
板
町
営
住
宅
管
理
条

例
第
６
条
に
該
当
す
る
こ
と
）

　
①
町
内
に
住
所
又
は
勤
務
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

　
②
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親

族
が
あ
る
こ
と
。

　
③
一
定
の
収
入
が
あ
り
、
町
税
等
の
滞
納
が
な

い
こ
と
。

　
④
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
こ
と
。

3 

申
込
み
方
法

　
町
営
住
宅
入
居
申
込
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

役
場
環
境
保
全
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
込
書
は
役
場
環
境
保
全
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。）

4 

募
集
期
間

　
令
和
４
年
７
月
１
日（
金
）～
７
月
15
日（
金
）

　
※
土
日
祝
祭
日
除
く

　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

　
※
随
時
受
付

5 

入
居
の
選
考

　
上
板
町
営
住
宅
管
理
条
例
に

基
づ
き
入
居
資
格
等
の
審
査
で

入
居
者
を
決
定
す
る
。

6 

入
居
時
期

　
入
居
決
定
日
か
ら
約
２
ヶ
月

後
の
予
定

◎受付期間：令和４年４月１日 〜 令和４年11月30日
なお、補助予定基数に達した場合は、受付期間の終了日前でも受付を締め切る場合があります。
また、受付期間終了時に補助予定基数に達していない場合、工事完了予定日を考慮した上で受付する場合があります。
詳細については、上板町役場　環境保全課（☎０８８−６９４−６８１３）までお問い合わせください。

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

● お問い合わせ ●
上板町役場　環境保全課

☎０８８−６９４−６８１３
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● お問い合わせ ●　上板町役場　健康推進課　☎０８８－６９４－６８１０

公益社団法人
徳島県理学療法士会
会長
鶯　 春夫 氏

フレイルサポーター活動内容：
地域の通いの場等でフレイルチェック、体力測定などを行います。

 　いつまでも元気に暮らすため、本年度から上板町では、「フ
レイル予防事業」をスタートします。新聞でもよく掲載され、
注目されている「フレイル」。
　「フレイル」とは、加齢にともない筋力や心身の活力が低下
した状態で「健康」と「要介護」の中間の状態のことをいいます。

　認知症カフェとは、認知症である当事者や、その家族、地域住民の
方など、子どもから大人まで誰でも集える場所です。カフェという名
が付いていますが、方法はまちまち。誰もが集い交流をすることで、
認知症についての理解を深め、お互いを理解し合う場になっています。

　「こころカフェ」は、地域に密着し、誰も
が気軽に集い、介護や認知症にまつわる相
談や、他愛ないおしゃべりを楽しめる場所
です。皆さん気軽に寄ってみてくださいね。

❶８月８日（月）　10時～16時　　　　受付９時45分～（講義・フレイルチェック実践練習）
❷８月９日（火）　10時～12時30分　 受付９時45分～（フレイルチェック実践）

　健康な状態で長生きするためには、フレイ
ルの兆候に早く気付き対策を行えば元の健常
な状態に戻る可能性があります。そこで、日
頃の予防行動が健康長寿を目指す秘訣！
　さぁ、今日から STOP フレイルを実践！
フレイルサポーターとなり、地域のため、自
分のために活動しませんか？上板町は、フレ
イルサポーターを募集します！！

 ＳＴＯＰフレイル

開催日時

上板町役場２階（中央公民館　大会議室）　　　　　３０名程度（応募者多数の場合は調整）
介護予防や地域活動に関心があり、フレイルサポーターとして活動ができる方（年齢は問いません）
８月８日（月）　公益社団法人 徳島県理学療法士会 会長　鶯　春夫 氏　
　　　　　　　橋本病院　別部 隆司 氏　
８月９日（火）　橋本病院　別部 隆司 氏　　橋本病院　徳元 義治 氏

会場 定員
対象
講師

申込方法 電話又はFAXで氏名、住所、生年月日、連絡先を７月29日（金）
までに健康推進課へご連絡ください。　

参加無料／事前申込み

「フレイルサポーター養成講座」開催！「フレイルサポーター養成講座」開催！
フレイルサポーターになろう！！フレイルサポーターになろう！！

● お問い合わせ・申込先 ●　上板町役場　健康推進課　☎０８８－６９４－６８１０

第一回目
令和４年７月29日（金）
14：00～

１０名
老人保健施設　健祥会ハート
多目的室
（上板町下六條字中西50番地１）

※今後は、定期的に開催予定です。詳しくは、健康推進課までご連絡ください。

【事前予約制】【参加無料】
開催日時

定員

会場

みなさん、認知症カフェって
　　ご存知ですか？

● お問い合わせ ●　上板町役場　産業課　☎０８８－６９４－６８０６

有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金について
　有害鳥獣による農業被害を防止するため、有害鳥獣被害防止対策設備を購入する方に対して、その経費の一部
を、予算の範囲内において補助金を交付します。
【補助金の交付対象者】
　上板町内在住者で、有害鳥獣被害を受けるおそれのある農地
を所有又は農業を営んでいる方。（町税等の滞納がない方）
【補助金申請】
　○有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金交付申請書兼請求書
　○資材購入費用の領収書（写し）　○位置図及び完成写真　など
　※様式は、上板町役場　産業課 に備え付けています。

【補助対象経費及び補助金額】
　有害鳥獣侵入防護柵等資材購入費用です。
　※附属品のみは、補助対象外です。
　補助金額：資材購入費用の２分の１
　（補助限度額　個人20万円・団体50万円）
　※限度額内であれば、年度内複数回申請
可能。
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今月の納付期限今月の納付期限

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

が
困
難
な
方
は
、
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
し
、

又
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
の
方⇒

全
額
免
除

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の

事
業
収
入
等
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世
帯
の
方⇒

一
部
免
除
（
令
和
４
年

の
収
入
が
令
和
３
年
に
比
べ
て
30
％
以
上
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と

な
ど
要
件
が
あ
り
ま
す
。）

申
請
手
続
等

〇
申
請
書
と
収
入
状
況
を
確
認
で
き
る
書
類
（
会
計
帳
簿
、
給
与
明
細
書
、

事
業
収
入
の
振
込
金
額
の
記
載
が
あ
る
預
金
通
帳
の
写
し
等
）
が
必
要
で

す
。
申
請
書
は
、
上
板
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
し
て
い
た
だ
く
か
、

税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　・
転
出
・
婚
姻
等
、
世
帯
状
況
に
異

動
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
自
動
的

に
解
約
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

・
被
保
険
者
の
方
に
死
亡
や
転
出
な
ど

異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
健
康
推
進
課

で
資
格
喪
失
の
手
続
が
必
要
で
す
。

・
死
亡
に
よ
る
喪
失
の
場
合
は
、
年

金
の
喪
失
手
続
き
も
忘
れ
ず
行
っ

て
下
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

●
介
護
等
に
関
す
る
相
談
窓
口

　
地
域
で
暮
ら
す
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
を
介
護
、
福
祉
、
健
康
等
総
合

的
に
支
え
て
い
く
た
め
の
拠
点
と
し
て
上
板
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
が
あ
り
ま
す
。
相
談
業
務
の
ほ
か
介
護
予
防
事
業
な
ど
も
行
っ
て

い
ま
す
。
今
す
ぐ
に
介
護
保
険
を
使
う
必
要
が
な
い
場
合
で
も
、
日
常

生
活
に
関
す
る
相
談
な
ど
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■
固
定
資
産
税
、
国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
税
務
課　
　
　
☎
０
８
８

－

６
９
４

－

６
８
０
７

■
介
護
保
険
料
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
健
康
推
進
課　
☎
０
８
８

－

６
９
４

－

６
８
１
０

■
相
談
窓
口

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　
　
☎
０
８
８

－

６
９
４

－

５
５
９
７

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

納付期限は８月１日（月曜日）です。納付期限は８月１日（月曜日）です。

今月は　固定資産税（第１期）・国民健康保険税（第１期）
介護保険料（第２期分）の納付月です。
今月は　固定資産税（第１期）・国民健康保険税（第１期）
介護保険料（第２期分）の納付月です。

　
町
税
（
町
県
民
税
、固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
）
の
口
座
振
替
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、

　
納
付
書
、
通
帳
、
通
帳
届
出
印
を

持
参
し
、
取
扱
金
融
機
関
窓
口
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
！

　
取
扱
金
融
機
関

・
阿
波
銀
行　
　
・
徳
島
大
正
銀
行

・
板
野
郡
農
協　
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」（
薄
い
青
色
）を

お
持
ち
の
方
へ

■
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
健
康
推
進
課　
☎
０
８
８

−

６
９
４

−

６
８
１
０

『
板
野
郡
介
護
マ
ッ
プ
』
に
つ
い
て

　
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
と
し
て
、
板
野
郡
医
師
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.itanom

ed.jp/

）
に
「
板
野
郡
医
療
・
介
護
マ
ッ
プ
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

郡
内
の
医
療
機
関
や
介
護
事
業
所
等
が
地
図
上
に
表
示
さ
れ
見
や
す
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
持
ち
の
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」（
薄
い
青
色
）
は
、
適
用
期
間

が
令
和
４
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
、
事
業
対
象
者
の
方
に
は
、

町
か
ら
新
し
い
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
交
付
い
た
し
ま
す
。
申
請
書

の
提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」が
届
い
た
ら「
介
護
保
険
被
保
険
者
証
」（
黄
色
）

と
一
緒
に
保
管
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
時
は
、
必
ず
二
枚
一
緒
に

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
や
施
設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
古
い
「
介
護
保
険
負
担

割
合
証
」
を
８
月
１
日
以
降
に
も
使
用
し
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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● お問い合わせ ●　上板町役場　住民人権課　☎０８８－６９４－６８０９

20,000円分の
マイナポイントがもらえる。

ポイントを申し込む ポイントを申し込む ポイントを申し込む 

2022年6月30日～
　「マイナポイント」を受け取るためには、申込みが
必要です（既に健康保険証としての利用申込み、公金
受取口座の登録を行った方も含む。）。手続はスマート
フォンやパソコンで簡単に行うことができます。（機種
によって画面は少し異なる場合があります）
　簡単な操作で24時間申込可能、新型コロナウイルス
感染症の感染リスクや窓口での待ち時間もない
オンライン手続がおすすめです！

❶マイナポイントアプ
リをインストールし、
アプリ上で「申し込
む」をタップ

❷数字４桁のパスワー
ド※を入力し、カード
を読取る

❸キャンペーンを選ぶ。 ❹決済サービスを選ぶ。 ❺決済サービス情報を
入力する。

❻申し込み内容を確認
する。

❼利用規約に同意する。❽保険証利用登録に同
意する（キャンペー
ン２申込時のみ）。

❾申込完了

最大

～オンライン～
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保健師からのお知らせです
INFORMATION

● お問い合わせ ●　上板町役場　健康推進課　保健相談センター　保健師　☎０８８−６９４−３３４４● お問い合わせ ●　上板町役場　健康推進課　保健相談センター　☎０８８−６９４−３３４４

1 「乳がん集団検診」・「骨粗しょう症検診」
受診者募集
実施日 健診項目 対象者 検診内容 自己負担金

令和４年８月27日（土）
乳がん検診 40歳以上の女性

（２年に1回） マンモグラフィー撮影 1,500円

骨粗しょう症検診 40歳以上の女性 前腕部（手首）のＸ線検査に
より骨密度を計測します。 　500円

■受付時間　９：00 ～ 11：30（時間予約制）　　　■受付時間　上板町保健相談センター １階
■申 込 み　７月11日（月）から先着順に受付し、募集人数（30人）に達し次第締め切ります。
■申 込 先　保健相談センター・保健師　（☎︎０８８−６９４−３３４４）
＊申し込まれた方には問診票を送付します。
＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、日程を変更または中止させていただく場合があります。ご了承
ください。

2 新型コロナウイルスワクチン予防接種（４回目）について
①　対象者
　　３回目接種日から５か月以上経過した以下のいずれかの方（年齢は４回目接種日時点）
　⑴　60歳以上の方
　⑵　18歳以上59歳以下で、基礎疾患がある方　※対象となる基礎疾患は下記のとおりです。
　⑶　18歳以上59歳以下で新型コロナウイルス感染症にかかった場合、重症化リスクが高いと医師が認める方
　　※上記の⑵または⑶に該当する方で、４回目接種を希望される方は、申請が必要です。（申請により接種券を発行

いたします。）
　　申請方法は『接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染症）【４回目接種用】』を上板町保健相談センターへ郵
送・ファクシミリ・窓口いずれかでご提出ください。

　　申請書は上板町ホームページよりダウンロードしていただくか、保健相談センター窓口と町内４医院に設置して
おります。

　※ただし、１・２回目接種時に「新型コロナワクチン接種券送付申請書【基礎疾患を有する方用】」を提出された方
については、申請をしなくても３回目接種日から５か月が経過していることを確認し、接種券を送付いたします。

　　＜対象となる基礎疾患＞
　　以下の病気や状態の方で、通院または入院している方
　　・慢性の呼吸器の病気
　　・慢性の心臓病（高血圧を含む）
　　・慢性の腎臓病
　　・慢性の肝臓病（肝硬変など）
　　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
　　・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
　　・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
　　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

2022（令和 4）年 7月 1日　●　12
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● お問い合わせ ●　上板町役場　健康推進課　保健相談センター　保健師　☎０８８−６９４−３３４４● お問い合わせ ●　上板町役場　健康推進課　保健相談センター　☎０８８−６９４−３３４４

　　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など）
　　・染色体異常
　　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
　　・睡眠時無呼吸症候群
　　・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している（※１）、また

は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している
※1場合）

　②　予診票及び予防接種済証の発送について
　　接種可能時期に予診票及び予防接種済証を発送します。
　　※３回目のワクチン接種後に上板町へ転入された方は、上板町で接種記録を確認できないため、３回目の接種済

証をご持参のうえ上板町保健相談センターにお越しください。予診票及び予防接種済証を発行いたします。
　③　ワクチンの種類について
　　ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンを使用します。
　④　上板町内でのワクチン接種場所　　
　　※接種医療機関へのご予約に関するお問い合わせはご遠慮ください。
　　　●接種医療機関
　　　　井　内　内　科　（上板町椎本字椎ノ宮231-1）
　　　　井関クリニック　（上板町椎本字椎ノ宮314-1)
　　　　友　成　医　院　（上板町七條字山ノ神22-1)
　　　　野　田　医　院　（上板町鍛冶屋原字西北原18)
　⑤　予約方法（上板町内の接種場所で接種する場合）
　　予約方法は３通りあります。
　　【インターネットで予約をする。（24時間受付可能）】
　　　右のQRコードを読み取るか上板町のホームページよりアクセスしてください。
　　【電話で予約をする。】
　　　コールセンター：☎︎０８８－６２４－９８３３
　　　　　　　　　　　受付時間：８：30～ 17：30（土日祝日を含む）
　　【役場に来て予約をする。（代理入力）】
　　　※上記の予約方法での予約が困難な方は、上板町保健相談センターで予約入力代行を行います。
　　　　対応時間：平日８：30～ 17：00
　　　※予約には「接種券が印字された予診票」に記載されている「接種券番号」が必要です。

3 マダニに注意！
　県内において、今年に入り初めてマダニによる重症熱性血小板減少症候群（SFTS）患者の発生が確認されました。
　
　＜予防方法＞　
　　マダニに咬まれないことが重要です。
　　１．草むらや山などのマダニが生息する場所に行く場合には、長そで・長ズ

ボン・長靴、手袋、首にタオルを巻くなど、肌の露出をできるだけ少なく
しましょう。

　　２．屋外活動後は入浴し、マダニが付着していないか確認しましょう。
　　３．マダニに咬まれた後に発熱等の症状がある場合は、直ちに医療機関を受

診しましょう。
　　４．ペットなどの身近な動物にも気を付けましょう。 【タカサゴキララマダニ】
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意識の確認

水分を自力で摂取できるか

救 急 隊 を 要 請

①　涼しい場所への避難①　涼しい場所への避難

②　脱　衣　と　冷　却

⑤　医 療 機 関 へ 搬 送

②　脱　衣　と　冷　却

意識はある

水分摂取できる

意識がない

呼びかけに対し
返事がおかしい

水分を自力で
摂取できない

回復しない
場合は
医療機関へ

●めまい
●立ちくらみ
●筋肉痛
●汗がとまらない

❶ 軽い症状

●頭痛
●吐き気
●体がだるい（倦怠感）
●虚脱感

❷ 中等度の症状

●意識がない
●けいれん
●高い体温である
●呼びかけに対し返事が
　おかしい
●まっすぐに歩けない、
　走れない

❸ 重症

こんな症状が
あったら
熱中症を疑い
ましょう。

こんな症状が
あったら
熱中症を疑い
ましょう。

④　症状が改善しない場合

③　水分・塩分の補給

熱中症に
なったとき
には

熱中症に
なったとき
には

● お問い合わせ ●　上板町役場　健康推進課　保健相談センター　☎０８８−６９４−３３４４
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※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、日程を変更又は中止させていただく場合があります。その際は、電話や
個別通知等でご連絡させていただきます。

７月　保健行事予定表
Ⅰ　健康相談・健康教育
月日 時　間 場　所 内　容 担　当
7/5 13：30～15：00 保健相談センター 個別健康相談 保健師・管理栄養士
8/2 13：30～15：00 保健相談センター 個別健康相談・健康教育 保健師・理学療法士・管理栄養士

Ⅲ　乳幼児健康診査

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

7/6 ※個別通知にて
　案内します。 保健相談センター 股関節脱臼検診・ブックスタート 令和４年２月28日～

令和４年５月６日生　

１．股関節脱臼検診・ブックスタート

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

7/15 9：50～10：00 保健相談センター 離乳食教室、赤ちゃんの成長発達・
事故予防・予防接種について

令和４年２月28日～
令和４年５月６日生　

２．のびのび子育て教室

7
月

1 ㈮ 内科クリニック・オクムラ 692−4771
2 ㈯ い の も と 眼 科 内 科 698−8887
3 ㈰ 北島こどもクリニック 697−2221
4 ㈪ きはら耳鼻咽喉科医院 693−0087
5 ㈫ こやま小児科内科クリニック 637−3211
6 ㈬ 大 久 保 内 科 692−1220
7 ㈭ 杉みね整形クリニック 693−1021
8 ㈮ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693−3020
9 ㈯ 北島こどもクリニック 697−2221

10 ㈰ い の も と 眼 科 内 科 698−8887
11 ㈪ 小 松 泌 尿 器 科 692−1277
12 ㈫ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110
13 ㈬ こうの INR クリニック 693−1103
14 ㈭ 山 根 眼 科 692−8171
15 ㈮ 安 芸 内 科 692−6111
16 ㈯ つ か さ ク リ ニ ッ ク 697−2323
17 ㈰ 中村耳鼻咽喉科クリニック 697−3213
18 ㈪ 健生きたじまクリニック 698−9629
19 ㈫ 井 上 病 院 672−1185
20 ㈬ 三 愛 内 科 672−0176
21 ㈭ 福 島 内 科 672−4970

■ 担当時間 ■　平日 18：00 〜 22：00　　休日 9：00 〜 22：00
7
月

22 ㈮ 新 野 医 院 672−0571
23 ㈯ 中村耳鼻咽喉科クリニック 697−3213
24 ㈰ こ ま つ ば ら 整 形 外 科 698−5108
25 ㈪ 近 藤 内 科 医 院 672−5630
26 ㈫ ファミリークリニックしんの 672−5148
27 ㈬ み や ざ き 内 科 診 療 所 672−6618
28 ㈭ 井 内 内 科 694−5353
29 ㈮ 野 田 （ 泰 ） 医 院 694−2009
30 ㈯ 健生きたじまクリニック 698−9629
31 ㈰ く ぼ 小 児 科 ク リ ニ ッ ク 678−7141

8
月

1 ㈪ 友 成 医 院 694−5515
2 ㈫ 井 関 ク リ ニ ッ ク 637−6066
3 ㈬ 上板整形外科クリニック 637−6600
4 ㈭ 川 原 眼 科 694−8388
5 ㈮ 浦 田 病 院 699−2921
6 ㈯ こ ま つ ば ら 整 形 外 科 698−5108
7 ㈰ ルナウイメンズクリニック 697−2322
8 ㈪ 芳 川 病 院 699−5355
9 ㈫ 井 上 医 院 699−8070

10 ㈬ く ぼ 小 児 科 ク リ ニ ッ ク 678−7141

担当時間以外
の深夜の救急

きたじま田岡病院　　698－1234　　全日対応ですが、要確認
稲 　 次 　 病 　 院　　692－5757　　水曜日、土曜日は受診前に要確認
東徳島医療センター　　672－1171　　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

令和４年 7・8月分
〈7/1～8/10 まで〉

市外局番は（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医

Ⅱ　頸部超音波検査
月日 時　間 受付場所 内　容 該当者

7/5 13：30～16：30
（時間予約制） 保健相談センター 頸部超音波検査（エコー検査）

金額：3,300 円
20歳以上の住民の方
募集人数　24名
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● お問い合わせ ●　上板町役場　産業課　☎088－694－6806　上板町社会福祉協議会　☎088－694－6155

　上板町では令和４年５月23日から
27日にかけてフードドライブ活動を
行いました。
　今回で６回目の活動になりますが、
皆様から御協力をいただきました。
　心から厚くお礼申し上げます。あ
りがとうございました。                         
　寄付をいただいた食品は「ＮＰＯ
法人フードバンクとくしま」を通し
て福祉施設に提供されます。
　今回の活動においては、住民の皆
様や町内小中学校の児童生徒、保護
者、教職員の皆様が各ご家庭で余っ
た食品を持ち寄っていただき、「もっ
たいない」の意識を高めることがで
きました。
　上板町においては引き続き食品ロ
ス０の削減に向けた効果的な取り組
みを行ってまいります。

フードドライブのお礼と報告

町内各小学校、中学校の児童生徒、保護者、
教職員の皆様にご支援をいただきました。

社会福祉協議会がフードドライブ窓口を開
設しました。

届けられた食品 フードドライブ専用のケースがいっぱいに
なりました。

もったいないを
ありがとうに♥

　動画投稿サイトYouTubeで松島橋より上
流方向を映した映像をリアルタイムで見るこ
とができます。自然災害時の避難判断等にお
役立てください。
●アクセス方法
　YouTubeサイト内にて「宮川内谷川徳島
県河川整備課」で検索、もしくは県webサイ
ト「徳島県水防情報」内の「カメラ映像」か
らアクセスできます。

こちらからもアクセスできます。
https://www.youtube.com/watch?v=mHh38lf42jQ

宮川内谷川の河川監視カメラが
一般公開されました

　
上
板
町
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
『
あ
い
』
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
お
持
ち
の
子
ど
も
・
若
者
（
概
ね
39
歳

ま
で
）
と
そ
の
保
護
者
の
方
な
ど
が
ご
相
談
い
た
だ
け
る
場

所
で
す
。

　
ど
ん
な
悩
み
も
じ
っ
く
り
お
聞
き
し
、
一
緒
に
解
決
方
法

を
探
し
ま
す
。
ひ
と
り
で
（
家
庭
内
で
）
抱
え
込
ま
ず
に
、

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
場
所

　
上
板
町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２
階

　
上
板
町
役
場
よ
り
西
へ
３
０
０
メ
ー
ト
ル

　
上
板
町
商
工
会
西
隣

●
受
付
時
間

　
月
曜
日
〜
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
土
・
日
・
祝
日
は
休
み
）

　
☎
０
８
８

−

６
３
７

−

６
０
０
６

☆
相
談
は
無
料
で
す
。

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　
匿
名
で
も
大
丈
夫
で
す
の
で
、

　
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
令
和
４
年
第
２
回
定
例
会
の

概
要

　
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
14

日
か
ら
６
月
16
日
ま
で
の
３
日

間
の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
開
会
日
に
は
、
松
田
町
長
の

挨
拶
及
び
提
出
議
案
提
案
理
由

の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
一
般
質
問
で
は
、
議
員
８
名

か
ら
一
般
質
問
が
行
わ
れ
原
油

価
格･

物
価
高
騰
へ
の
対
応
策

に
つ
い
て
、
防
災・減
災
対
策
、

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
の
改
修

と
今
後
の
利
活
用
に
つ
い
て
な

ど
が
論
議
さ
れ
ま
し
た
。

　
町
長
提
出
議
案
12
件
（
可
決

３
件
、同
意
１
件
、承
認
４
件
、

報
告
４
件
）

　
議
員
提
出
議
案
６
件
（
可
決

３
件
、採
択
１
件
、選
任
１
件
、

決
定
１
件
）

　
◎
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　
令
和
４
年
６
月
９
日

　
第
２
回
定
例
会
提
出
議
案
等

の
協
議
。

　
令
和
４
年
６
月
14
日

　
特
別
委
員
会
設
置
等
に
つ
い

て
の
協
議
。

上
板
町

議
会
だ
よ
り

相
談
し
た
い
け
ど
、
平
日
は
時
間
が
と
れ
な
い
・
・
・

平
日
の
利
用
が
難
し
い
方
に
は
、

毎
月　
第
４
土
曜
日
の
午
後
７
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

電
話
相
談
及
び
来
所
（
面
接
）
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

※
事
前
に
電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す

ひ
と
り
悩
ま
ず『
あ
い
』に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
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　動画投稿サイトYouTubeで松島橋より上
流方向を映した映像をリアルタイムで見るこ
とができます。自然災害時の避難判断等にお
役立てください。
●アクセス方法
　YouTubeサイト内にて「宮川内谷川徳島
県河川整備課」で検索、もしくは県webサイ
ト「徳島県水防情報」内の「カメラ映像」か
らアクセスできます。

こちらからもアクセスできます。
https://www.youtube.com/watch?v=mHh38lf42jQ

宮川内谷川の河川監視カメラが
一般公開されました

　
上
板
町
で
は
法
務
大
臣
よ
り
委

嘱
を
う
け
た
人
権
擁
護
委
員
が
、

特
設
相
談
所
を
設
け
、
皆
様
の
人

権
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
た

り
、
法
務
局
と
連
携
し
な
が
ら
人

権
を
守
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
令
和
４
年
７
月
は
次
の
と
お

り
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
■
開
催
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館

　
（
役
場
２
階
）

　
第
１
会
議
室

　
■
開
催
日
時

　
令
和
４
年
７
月
21
日
（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

　　
ま
た
、
徳
島
県
立
人
権
教
育
啓

発
推
進
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島
地
方

法
務
局
常
設
相
談
所
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
書
き
込
み
や
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関

す
る
事
な
ど
、
様
々
な
相
談
を
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。

○
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
男
女
参
画
・
人
権
課
分
室

　
☎
０
８
８

−

６
６
４

−

３
７
０
１

　
徳
島
市
東
沖
洲
２

−

14

　
沖
洲
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内

　
あ
い
ぽ
ー
と
徳
島

〇
徳
島
地
方
法
務
局
常
設
相
談
所

　
徳
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課　

　
徳
島
市
徳
島
町
城
内
６
番
地
６

　
徳
島
合
同
庁
舎
６
階

　
相
談
時
間　
平
日

　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

電
話
に
よ
る
相
談

●
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
５
７
０

－

０
０
３

－

１
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り
の

相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
１
２
０

－

０
０
７

－
１
１
０

●
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
５
７
０

－
０
７
０

－

８
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り
の

相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

馬
道
会
館
で
は
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
生

活
に
密
接
し
た
各
種
保
険
相
談

を
開
催
し
ま
す
。

　

疑
問
や
不
安
を
か
か
え
て
い

る
か
た
、
老
後
の
生
活
設
計
に

悩
ん
で
い
る
か
た
、
ぜ
ひ
こ
の

機
会
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

・
年
　
　
　
金

・
健
康
保
険

・
失
業
保
険

・
労
災
保
険

・
交
通
事
故

・
生
命
保
険

・
住
宅
ロ
ー
ン

■
日
時　
令
和
４
年
７
月
26
日　
火
曜
日

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
か
ら

■
場
所　
馬
道
会
館　
☎
０
８
８

−

６
９
４

−

４
８
６
８

　
　
　
　
上
板
町
西
分
字
原
渕
18

−

２

　
相
談
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

く
ら
し
の
保
険
相
談

　
「
成
年
後
見
制
度
」
と
は
、
本
人
の
判
断
能
力
が
不

十
分
な
場
合
に
、
本
人
を
法
律
的
に
保
護
し
、
支
え
る

た
め
の
制
度
で
す
。

　
ま
た
、
相
続
や
遺
言
の
ご
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日　
時

　
８
月
２
日
（
火
）　
午
後
１
時
～
３
時

　
※
偶
数
月
の
第
一
火
曜
日
に
無
料
相
談
会
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

■
場　
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館（
上
板
町
役
場
二
階
）

　
第
一
会
議
室

■
お
問
い
合
わ
せ

　
一
般
社
団
法
人
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
　
徳
島
県
支
部
徳
島
県
行
政
書
士
会
内

　
　
☎
０
８
８

−

６
７
９

−

４
４
４
０

成
年
後
見
・
相
続
・
遺
言

無

料

相

談

会

　
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
役
所
の
仕
事
に
対

す
る
苦
情
や
要
望
な
ど
の
相
談
を
受
け
、

必
要
に
応
じ
て
関
係
行
政
機
関
に
あ
っ
せ

ん
を
行
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た

め
来
庁
前
に
は
検
温
し
、
マ
ス
ク
を
着
用

し
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

■
開
設
日

　
７
月
20
日
（
水
）

■
開
設
時
間

　
午
後
１
時
30
分
～

午
後
３
時
30
分

■
開
設
場
所

　
上
板
町
老
人
福
祉

　
セ
ン
タ
ー

　
毎
年
、
台
風
等
で
立
木
が
道
路
上
へ
倒
れ
た
り
、
道
路
に
は
み

出
し
た
枝
で
通
行
車
両
が
損
傷
し
た
り
す
る
事
故
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　
こ
う
し
た
事
故
の
場
合
、
一
般
的
に
は
立
木
所
有
者
の
管
理
責

任
が
問
わ
れ
、
損
害
賠
償
等
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
倒
れ
そ
う
な
立
木
や
道
路
上
に
は
み
出
し
た
枝
は
早
め
に
伐
採

し
、
事
故
の
未
然
防
止
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

民
地
か
ら
道
路
へ
突
き
出
し
た
立
木

な
ど
の
管
理
に
つ
い
て
［
お
願
い
］

● お問い合わせ ●　上板町役場　住民人権課　☎０８８−６９４−６８０９

人
権
相
談

● お問い合わせ ●
上板町役場　総務課

☎０８８−６９４−６８０１

一
日
行
政
相
談
所
開
設
予
定
日
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上板町消費生活相談窓口 からのお知らせ

上板町消費生活相談窓口　☎ 088－694－6816
秘密厳守・相談無料　受付　平日9：00～ 12：00  13：00～ 16：30（土･日･祝･年末年始を除く）

「このままでは固定電話が使えなくなる」という光回線の便乗勧誘にご注意!「このままでは固定電話が使えなくなる」という光回線の便乗勧誘にご注意!
　ＮＴＴ西日本は2024年1月以降、固定電話のＩＰ網への移行に伴い同社の局内設備の切替を予定してい
ますが、これに便乗した光回線などの勧誘が見られますので十分に注意しましょう。（国民生活センター公
表資料より）

【事例１】今後固定電話が使えなくなると言われて、光回線の契約をしたがやめたい。
【事例２】２０２４年にアナログ回線がなくなると言われて光回線を勧誘された。

アドバイス　●固定電話のIP網移行の局内設備切替に伴う手続きは不要です。
　　　　　　●利用中の電話機や電話番号はそのまま利用できます。
　　　　　　●不要な契約はきっぱり断りましょう

消費生活で困ったことや不安に感じることがあれば、消費生活センターまでお気軽にご相談ください。
※対応中の場合もありますので、来庁前にお電話にてご連絡ください。

藍の日イベント

「藍畑の中心で愛を叫ぶ！」「藍畑の中心で愛を叫ぶ！」
～わいも叫ぶ！うっちゃも叫ぶんじょ！～

７月　24　日 日本愛妻家協会認定の愛を叫ぶイベントを、
藍染染料「すくも」生産地日本一の町「上板町」で初開催！

日 藍の日である7月24日に、藍畑で愛を叫びませんか？

当日は、見学に来たい方も大歓迎です。叫ぶ方の応援にきてくださいね。
場所は、上板町内の藍畑です。詳しい場所や内容は、技の館ＨＰにてお知らせします。

出来たら、叫ぶ方と叫ばれる方と一緒にご参加ください。難しい場合は、叫ぶ方のみで大丈夫です。

こんな時だから、
愛を叫びませんか？

（一社）ジャパンブルー上板／日本愛妻家協会徳島支部（〒771－1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32番地4）
☎ 088－637－6555　FAX 088－637－6554　Mail:ai@wazanoyakata.com　https://wazanoyakata.com

〈いい夫婦の時間〉
11：22 スタート♪

定員20組／参加費  無料

愛を叫びたい方は、技の館ＨＰまたはお電話でお申込みください。
※愛を叫びたい方であれば、どなたでも大歓迎！
奥さまへの愛、旦那さまへの愛、プロポーズ、未来の奥さま・旦那さまへの愛、
大好きな友達への愛、ペットへの愛etc..　愛があれば、どなたでも大丈夫！！

9：00　技の館集合 ➡ 藍染体験 ➡ 
バスで愛畑へ移動 ➡
11：22　愛を叫ぼう！ ➡ 
技の館にて愛藍うどんを食べて解散

当日の流れ

お問い合わせ
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■日　時　８月10日（水）　午後１時30分～
■定　員　15名（先着となりますので、お早めに電話でお申し込み下さい）
■参加費　無料　　　　■対　象　児童生徒（保護者同伴可）
■持ってくる物　こちらで用意はしておりますが、使わない包装紙、使ってみたい紙等ありましたらご持参ください。
■場所・お問い合わせ　馬道会館　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕１８番地２

使わない包装紙・紙袋・便せん・封筒・・・・等の雑紙を重ねて、自由なノートを作ります。
そのノートに、お気に入りのシール・スタンプ・絵・写真などで飾りつけ世界に１冊
だけのノートのできあがり。
身近なリサイクルに取り組んで、紙資源の大切さを考えてみましょう。
また、紙芝居「二つのランドセル」もします。

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）でオリジナルノートを作ろう！

上板町グラウンドゴルフ競技会
　令和４年度上板町グラウンドゴルフ競技
会が、５月25日（水）にファミリースポー
ツ公園で約40名が参加し、開催されました。
　成績は次のとおりです。（敬称略）

優　勝　　本　浄　久　夫
準優勝　　板　東　文　雄
第三位　　西　木　和　子

　上板町では、水道事業を維持していくため、令和５年４月分より水道料金を改定します。
　平成４年以来、30年ぶりの改定となります。※下図参照
基本料金（10㎥まで）+メーター使用料 超過料金（1㎥につき）

現行 改定 現行 改定
1,000円+50円 1,500円+50円 130円 180円

　第３回の今回は、答申に至った水道料金水準の検討内容について説明します。
　上板町ではH30年末に水道事業経営戦略を策定、その過程で水源地、浄水場、配水池などの主要施設及び管路などす
べての固定資産を調査、今後の運営における課題が明確となりました。
　⃝高瀬水源地の経年劣化のため、新たな水源地を確保しなければならないこと。
　⃝法定耐用年数を過ぎ、故障が起きている電気計装設備の更新が喫緊に必要であること。
　⃝総延長153㎞のうち、耐用年数40年を経過し老朽化した水道管83㎞の計画的な管路更新

を進めていかなければならないこと。
　⃝30年間水道料金が据え置きのなか、少子高齢化や節水機器の普及で現状毎年１％ずつ水

道料金収入が減少していること。
　これらを踏まえ財政シミュレーションを行い、毎年必要な５千500万円増収するための料金
改定案６案を作成し、水道事業運営審議会で審議しました。
　結論として、
　⃝水道利用者の理解のしやすさと混乱を避けるため、現行の基本料金と超過料金からなる二

部料金制、基本水量10㎥を維持すること。
　⃝現施設の更新に係る費用負担のため、全水道利用者に公平に負担

していただくよう、基本料金及び超過料金とも１㎥あたり50円増
額の同じ賦課とすること。

　以上の内容で答申されました。
　上板町水道事業運営審議会での審議内容については、
上板町ホームページをご高覧ください。

※一般用、口径13ミリで契約の場合の
１月あたりの料金単価。消費税別

〈上板町議会　令和４年　第１回定例会　議決〉

令 和 ５ 年 ４ 月 分 よ り 水 道 料 金 を 改 定 し ま す
～上板町の水道事業について　上板町水道事業の未来のために～ 連載

第３回

■お問い合わせ先   
　上板町役場　水道課
　　☎　０８８－６９４－６８１７
　FAX ０８８－６３７－６０７５
　板野郡上板町七條字経塚42番地
　メールkamiita-suidou＠crux.ocn.ne.jp
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（令和４年５月）
お誕生おめでとう

岡　本　優　磨 桃　佳 恋凪
ここな

女の子（神宅）

吉　岡　和　成 里　美 千晴
ち　せ

男の子（神宅）

近　藤　　　光 　愛 宙
そら

男の子（神宅）

学校給食センター

「セラミスグラニュー」というドイツ製の粘土加工チップ
を使って、室内ガーデニングをしませんか？
ガラスの器を使ったインテリアグリーンで、穏やかで心
地いい時間と空間を作りましょう。

　春を迎えるほんの少し前、給食センターに朗報が届きました。町内にある障害福祉サービス事業所 
プレジール・アオバで栽培しているしいたけを学校給食に提供していただけるとのことでした。
　何度か話し合いを重ね、５月から使用を開始しました。現在、上板町の学校給食で使っているしいたけと干し
しいたけは100％障害福祉サービス事業所 プレジール・
アオバで生産されたものです。
　しいたけがどんな風に育っているのかも見せていただき
ました。温度等を管理することにより、収穫が途切れない
ように工夫されていて、給食用の数量を確保するためにも
いろいろと考えてくださっているとのことでした。
　鮮度がよく肉厚で美味しいしいたけをいろいろな献立に
取り入れたいと思います。

セラミスガーデンを作ってみませんか？

■日　時　７月27日（水）　午後１時30分～
■場所・お問い合わせ　馬道会館　☎088－694－4868
　　　　　　　　　　上板町西分字原渕18番地２
■申し込み締め切り　７月22日　金曜日　午後５時まで
■材料代　2,000円

ニョキニョキ「きのこ」ニョキニョキ「きのこ」

コンテナハウスの中で
スクスク育っています
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■
発

行
と

編
集

／
徳

島
県

板
野

郡
上

板
町

役
場

　
上

板
町

広
報

編
集

委
員

会
　
☎

088 −
694 −

6824 　
令

和
４

年
７

月
１

日
発

行
見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ント
を
採
用
し
て
い
ま
す
。


